
新潟都市計画 地区計画の決定（新潟市決定） 

都市計画新潟駅周辺地区地区計画を次のように決定する。 

名   称 新潟駅周辺地区地区計画 

位   置 新潟市中央区花園１丁目の一部 

面   積 約０．４ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、新潟市中心市街地の南側に位置する新潟駅周辺に位置し、駅の高架化

を契機とした駅周辺地区の移動を円滑にする都市機能の強化を図り、南北市街地の

調和のとれた土地利用を促進する新潟駅周辺整備事業が行われている区域の一部

である。 

新潟駅付近の鉄道連続立体交差化により発生する高架下、及び上越新幹線高架下

の1階部に新潟駅の南北を結ぶ立体交差道路を整備するため、土地の有効活用が図

られるよう、地区計画により、鉄道横断部において建築物等の敷地として併せて利

用すべき区域を定め、立体交差道路の整備を円滑に推進することで、本地区を含め

た駅周辺への安全で快適な回遊動線の確保を図るとともに、更なる来街者の増加や

地域生活の利便性の向上を図ることを目標とする。 
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土地利用の 

方針 

 更なる来街者の増加や地域生活の利便性の向上を図るため、都市計画道路3・3・

573新潟駅西線、都市計画道路3・3・589新潟駅東線の道路上空又は地下を建築物

等の敷地として利用する。 

建築物等の 

整備の方針 

都市計画道路3・3・573新潟駅西線、都市計画道路3・3・589新潟駅東線の重複

利用区域、建築物等の建築又は建設の限界を定め、都市計画道路の区域の上空又は

地下において建築物等の整備を一体的に行う。 
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立体道路に 

関する事項 

都市計画道路の名称 
新潟都市計画道路 3･3･573 新潟駅西線 

新潟都市計画道路 3･3･589 新潟駅東線 

都市計画道路の区域

のうち建築物等の敷

地として併せて利用

すべき区域（重複利用

区域） 

計画図表示のとおり 

建築物等の建築又は

建設の限界 
計画図表示のとおり 

「区域等は計画図表示のとおり」 
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都市計画策定経緯の概要 

新潟都市計画 新潟駅周辺地区地区計画の決定 

事   項 時   期 備   考 

原案の縦覧 

新潟県事前照会 

新潟県事前照会回答 

都市計画案の縦覧 

新潟市都市計画審議会 

新潟県知事協議 

新潟県知事協議回答 

決定告示 

令和２年１０月１９日 から 

令和２年１１月 ２日 まで 

令和２年１１月１２日 

令和２年１２月１１日 

令和３年 １月 ６日 から 

令和３年 １月２０日 まで 

令和３年 ２月 ２日 

令和３年 ２月 上旬 

令和３年 ２月 中旬 

令和３年 ２月 中旬 
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